
② 
提携留学にかかる誓約書 

 

龍谷大学国際学部長殿 
 

年     月      日 

 

参加学生氏名:                        (自署） 

 

保証人氏名:                           (自署） 

 

参加学生との関係（            ） 

 

 

私（氏名：            ）は 2025 年度派遣提携留学に参加するにあたり、下記事項を十分

理解した上で渡航することを誓約します。 

また、保証人は保証する参加学生に下記事項を誓約させることに同意します。 

 

 

記 
 
誓約事項 

 

1.  留学期間中は、龍谷大学や留学先機関の指示に従うことを誓います。 

 

2.  留学期間中は、留学先の国・地域の法律及び受入機関の諸規則を遵守し、更には受入

機関の関連職員の指示に従い、これらに違反しプログラム途中での帰国を指示された場

合には、そのいかなる判断にも従います。 

 

3. 留学期間中は、不慮の事故や災害が起こり得ることを十分理解し、周到な事前調査・準

備を行うと共に、万が一死亡・疾病・損害を負ったとき、又は第三者に対して法律上の賠

償責任を負った場合、龍谷大学及び留学先機関に対して一切の責任を問いません。 

 

4.  ワクチンの接種が留学先国又は地域で求められない場合においても、学生自身及び社

会全体の安全確保の観点から、龍谷大学が新型コロナワクチンの接種を推奨しているこ

とを理解します。 

 

5.  留学期間中は、不慮の事故や生活習慣・言語の違い等によるトラブルなどが生じる可能

性のある事を認識し、十分な準備と注意を払い責任のある行動をとります。 

 

6.  留学期間中に、やむを得ない理由で当初の滞在先を変更する必要が生じた時は、事前

に必ず龍谷大学に相談し、自己判断による転居手続きを行いません。 

 

7.  龍谷大学が定める海外旅行傷害保険に加入します。なお本学指定の海外旅行保険に

加入したとしても、留学先機関等から保険に加入することを求められた場合、双方の保

険に加入します。 



 

 

（龍谷大学が定める海外旅行傷害保険の内容は下記の通り） 

補償項目 金額 

傷害死亡 2,000 万円 

傷害後遺障害 2,000 万円 

治療・救援費用 3,000 万円 

疾病死亡 1,000 万円 

個人賠償責任 1 億円 

携行品損害 20 万円 

航空機寄託手荷物遅延 10 万円 

航空機遅延 2 万円 

 

8. 留学許可後であっても、傷病又は諸般の事情により、龍谷大学が留学又は海外への渡

航が不適切であると判断した場合は、留学許可の取消等についてその判断を龍谷大学

にゆだねます。また、それによって発生したキャンセル料などの諸経費について、龍谷

大学に一切の責任を求めません。 

 

9. 留学期間中に、傷病又は諸般の事情により、龍谷大学又は受入機関が修学・研修の継

続が不可能であると判断し、留学期間短縮、帰国等の指示をした場合にはそれに従い

ます。また、それらに必要な経費のうち、海外旅行傷害保険の補償限度額を超える分に

ついては、その費用を負担します。 

 

10. 学生外国留学規程に関する要項の趣旨を理解し、本学の諸規則等を遵守します。 

 

11. 留学期間中、現地では事故のないよう次の事項を守ります。 

(1)車・バイク等の運転はしない 

(2)迷惑になるような行動や事故につながりやすい一切の行動はしない 

(3)保険会社が約款等で危険なものとしているスポーツ・活動はしない 

 

12. 帰国後2週間以内に、留学・帰国レポートを含め、定められた書類を留学サポートデスク

に提出します。帰国日から起算して、単位認定に必要な書類が 60 日以内（60 日目が

留学サポートデスク閉室日の場合は翌開室日）に留学サポートデスクに提出されない場

合、すべての単位認定がされないことを理解しています。（ただし、留学先機関からの書

類発行が遅れている等、本人の過失によらない遅延は上記の日数に算出しない）。 

 

以 上 


